
調布市立第六中学校「学校いじめ防止対策基本方針」 R8.４ 改定

目指す生徒像

・学び方、考え方を身に付け、自ら学ぶ生徒
・思いやりの心で助け合い、命を大切にする生徒

○いじめ防止に関する
法令

・日本国憲法
・教育基本法
・学校教育法
・児童憲章
・いじめ防止対策推進法
・都いじめ防止対策推進条例
・都いじめ防止対策推進基本方針
・都教育委員会いじめ総合対策

・調布市教育委員会基本方針
・調布市いじめ撲滅の手引
・調布市子ども条例

○目標策定の方針
・生徒の実態として、人間
関係づくりの途中段階に
おけるトラブルが「いじ
め」へ発展しているケー
スが時としてあり、そこ
にSNSが介在すること
もある。

・保護者、地域、学校評議
員や学校関係者評価委員、
CS委員からの意見等も
踏まえ、方針を決定する。

いじめ防止等に関する学校の目標

「法令上定められた“いじめの定義”を踏まえ、
小さな事案も見過ごさない丁寧な指導を行う」

・人権教育および道徳教育の推進
・生徒全員が安心して過ごせるあたたかい環境、関係づくり

〔未然防止の観点から〕
・「いじめ防止対策委員会」を設置する。構成メンバーは管理職、教務主任、生活指導主任、各学年主
任、担任、養護教諭、ＳＣとする。

・保護者、生徒に対し、保護者会や朝礼で注意喚起を促すとともに、セーフティ教室等でSNSの危険性
やルールづくりに関する指導を通して、家庭との連携を深め適切な利用を徹底する。また、教職員に
対しては、年３回以上の研修を実施し、いじめ防止に向けた人権意識および組織力の向上を図る。

・生徒会主催のグリーンハロープロジェクトやあいさつ運動、言語環境ウィーク等、生徒主体の活動を
通して、いじめ防止のための規範意識を浸透させる。

・保護者には定例の保護者会、各種たより、学校連絡メールを活用し、「法令上のいじめと社会通念上
のいじめのちがい」、「本校のいじめ防止に向けた取組」について積極的に周知する。

・専門機関からも積極的に講師を招き、道徳の授業や人権教育の充実を図るとともに、地域、関係諸機
関には、学校だより等で本校のいじめ防止や特色ある教育活動に対する取組について周知を図る。

〔早期発見の観点から〕
・「いじめ相談窓口」を設置し、その主旨や存在を学校だより等で生徒や保護者に周知する。
・年度当初の、SCによる生徒全員面接や、ふれあい月間の取組および毎月のアンケートを実施し、い
じめの早期発見・早期解消につなげる。

・定例の生活指導部会やいじめ防止対策委員会での情報共有を大切に、各学年で速やかな対応ができる
組織づくりを確立するとともに、生徒の変容に気付けるよう日頃からの声掛けを大切にする。

いじめの未然防止・早期発見のために

○教職員の研修
・いじめの未然防止のために
必要な研修を年３回行う。

○こころのアンケートの実施
・毎月アンケートを実施して、
聴き取り等を行うことで生
徒の状況を把握する。

○二者面談の全員実施
・二学期に実施する

○三者面談の全員実施
・夏季休業中、1２月に三者
面談を実施する。

○学校いじめ防止対策委員
  会を週１回実施する
○hyper-QUの実施
・生徒の学校満足度を図り、
  人間関係の状況を把握する。

○スクールカウンセラー
との連携
・第１学年生徒全員との面接

を設定し生徒理解を図る。

・相談内容から抽出できる指

導について把握し、管理職、

学年に報告する。

・状況により、保護者や生徒

に相談の斡旋をするなどの

連携に発展させる。

○保護者・地域との連携
・保護者会でいじめに関する

状況の報告

・各種便り等に、いじめに関

する取組を掲載し、理解・

促進を図る。

い じ め の 対 応

生活指導主任会報告内容「B事案」の場合（いじめを認知し、学校で組織的に対応する場合）

① 実態把握の観点
・各学年、養護教諭、ＳＣ、
授業、部活動、保護者、地域
からの報告を受け、該当学年
が中心となり、当該生徒及び
関係生徒から聴き取りを行う。

・毎月のアンケート実施によ
り、早期発見、早期解決を目
指して対処に当たり、拡大を
防ぐ。

② 指導・支援の基本姿勢
・いじめ防止対策委員会（管理職、教務主任、生活指
導主任、各学年主任、担任、養護教諭、ＳＣ）を招
集する。

・各学年からの報告を受け、生活指導主任が中心と
なって、管理職及び学年との調整を行う。管理職へ
の報告の段階で、「いじめ防止対策委員会」として
の動きが決定され、組織的な対応策の確認及び具体
的な指導についての確認を行う。

③＜被害生徒の支援＞
・十分な聴き取り後、学校での指導
の方針を伝え、今後の生活におけ
る注意点や心のケアを段階的に
行っていく。
＜加害生徒の指導＞

・「いじめ行為があったこと」を確
認し認識させるとともに、人間関
係づくりについて、保護者と連携
を図り、指導を徹底していく。

年 間 指 導 計 画

４ 月 ５ 月 ６月   ７ 月   ８ 月   ９ 月   10 月 11 月 12 月   １ 月 ２ 月  ３ 月

道徳
道徳科 道徳科 道徳科 道徳授業地区公開講座 道徳科

「思いやり」 「いじめ対策」 「いじめ対策」（いのちと心の教育） 「いじめ対策」

生活指導
※毎月アンケート実施 ふれあい月間 ふれあい月間 ふれあい月間              
※毎月グリーンハロープロジェクト実施 三者面談 二者面談 三者面談

hyper-QU                                                                                                         hyper-QU

学校行事
入学式 終業式 始業式 終業式 始業式 卒業式
始業式 体育大会 合唱コンクール ※毎月、全校朝礼にて指導

特別活動
集団生活のルール
前期委員 あいさつ運動・セーフティ教室 生徒会役員選挙・後期委員 あいさつ運動

家庭・地域
保護者会 保護者会 地域の防災訓練 保護者会
防災ボランティア 盆踊り 耐寒マラソン

生活指導主任会報告内容「C事案」の場合（教育委員会や関係諸機関と連携して対応する場合

●上記の対応と共に、関係諸機関との連携に発展させる。
＊連携機関⇒調布市教育委員会、調布市教育相談所、東京都子ども家庭支援センターすこやか、

東京都多摩児童相談所、調布警察署、六中サポートチーム（保護司、地域代表、保護者代表）

＊重大事態への対処

●いじめが「重大な事
態」と判断された場合の
手順

①教育委員会へ報告し、
教育委員会が設置す
る組織や六中サポー
トチームと連携する。

②被害生徒への緊急避
難措置の検討、実施

③加害生徒への懲戒や
出席停止の措置

④警察や児童相談所等
との連携

⑤緊急保護者会の開催
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